
令和２年度甲種防火管理新規講習実施要領 

 

１  講習の目的 

   この講習は、消防法（昭和２３年法律第１８６号）第８条第１項により政令で定める防火管理

者の資格を取得させることを目的とする。 

 

２  講習実施機関 

羽島郡広域連合消防本部 

 

３  講習の種別、実施日時及び場所等 

(1)講習種別 

甲種防火管理新規講習 

(2)実施日 

一日目 令和２年８月６日（木）午前９時３０分から午後４時２０分まで 

二日目 令和２年８月７日（金）午前９時３０分から午後３時３０分まで 

予備日 令和２年８月１１日（火）・８月１２日（水） 

   (3)場所 

羽島郡笠松町美笠通３丁目２５番地 羽島郡広域連合消防本部大会議室（３階） 

   (4)甲種防火管理者選任義務対象物 

＊ ホテル、病院、物品販売店など不特定の人が出入する建物で、収容人員が３０人

以上、延べ面積が３００㎡以上（甲種防火対象物という。）の関係者 

＊ 工場、事務所、共同住宅など特定の人が出入する建物で、収容人員が５０人以上、

かつ延べ面積が５００㎡以上（甲種防火対象物という。）の関係者 

＊ 認知症高齢者グループホーム等の社会福祉施設等で収容人員１０人以上の関係

者 

 

４  申込期間及び定員 

   (1)申込期間  

一次募集 令和２年７月１日～１４日（羽島郡在住在勤に限る） 

二次募集 令和２年７月１５日～２９日（募集制限なし） 

(2)定員 ２０名 ※一次募集で定員に達した際には、二次募集はしません。 

 

５  講習科目の免除 

甲種防火管理新規講習受講者で、消防用設備点検資格者講習又は自衛消防業務講習

の修了者は、「防火管理の意義と制度」の科目が免除されます。（申請書必要） 
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６  修了証の交付 

   各講習の全科目講習を受講したものに限り、修了証を交付します。 

 

７  受講料 

   ４，５００円 

 

８  受講手続 

   受講希望者は、別紙受講申込み書に必要事項を記入し、写真（最近３ヶ月以内に撮影し

たもので、縦３．０㎝、横２．４㎝、白黒・カラーとも可）を受講申込書に添付し、消防本部予

防課まで申し込んでください。 

  ※ 郵送の場合は受付いたしません。 

 

９  その他 

(1) 新型コロナウイルスの感染症対策を実施するため、例年より定員を縮小して開催します。

検温やマスクの着用をお願いします。 

(2) 新型コロナウイルスの感染状況によっては、急遽、防火管理講習が中止になる可能性

もあり、その際には受講料は返還させていただきます。返還方法については、受講者の

方が指定する銀行口座に返還しますので、事務局から防火管理講習の中止の連絡があ

った際には、下記メールアドレスまで銀行口座等（振込先銀行名、支店名、預金科目、口

座番号、受取人名）をご連絡ください。 

(3) 個人的な理由による受講の取り消し又は欠席された場合では受講料は返還できません。 

 (4) 講習当日、羽島郡内に暴風警報等が発令されるなど、天災による被害、または被害の

おそれがある場合等には、やむをえず講習を中止する場合があります。中止の場合は、

当日の朝７時に決定し、受講者の方に事務局よりご連絡いたします。 

 

 

 

 

羽島郡広域連合消防本部予防課 

担  当 近藤、正村 

電話番号 ０５８－３８８－１１９８ 
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